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個人番号利用　新規事務一覧

事務 事務事業 事由 内容
対象者数
(28年度実績)

独自
事務

回復期生活支援サービス 新規

　退院直後等で、一時的に身体機能が低下した一人暮らしの高齢者等に対し、調理・洗濯・買
い物などの家事援助や、通院介助・食事介助・排泄介助などの身体介護を行うヘルパーを派遣
する事業。
　平成30年4月から住民税非課税の者の受給者負担を要しないものとする予定であり、法定事
務（介護保険法による地域支援事業）に類する事務として、新宿区回復期生活支援サービス事
業実施要綱の改正を行い、個人番号利用事務として追加する。

54人

独自
事務

徘徊高齢者探索サービス 新規

　認知症による徘徊のある高齢者を在宅で介護する者に対し、位置情報端末機を貸出し、位置
情報を電話やインターネットにより提供する事業。
　平成30年4月から住民税非課税の者の受給者負担を要しないものとする予定であり、法定事
務（介護保険法による地域支援事業）に類する事務として、新宿区徘徊高齢者探索サービス事
業実施要綱の改正を行い、個人番号利用事務として追加する。

36人

独自
事務

介護者支援事業参加支援 新規

　区が行う介護者に対する支援事業への参加を希望する者が、他に介護する者がいない等の
理由で参加が困難なときに、訪問・通所介護サービスを提供し事業への参加を支援する事業。
　平成30年4月から住民税非課税の者の受給者負担を要しないものとする予定であり、法定事
務（介護保険法による地域支援事業）に類する事務として、新宿区介護者支援事業参加支援実
施要綱の改正を行い、個人番号利用事務として追加する。

0人


